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「トカプチ４００」ロゴマークの使用に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、ナショナルサイクルルート「トカプチ４００」のロゴマーク（以下

「ロゴマーク」という。）を使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（ロゴマークの目的および定義） 

第２条 ロゴマークは、「トカプチ４００」の利用促進、広報活動、情報発信のために使

用する。 

２ この規程においてロゴマークとは、別紙のデザインならびに「トカプチ４００ロゴマ

ーク使用ガイドライン」に示す、シンボルマーク及びロゴタイプを総称したものとす

る。 

 

（ロゴマークに関する権利） 

第３条 ロゴマークに関する一切の権利は、北海道TOKACHIサイクルツーリズムルート協 

議会（以下、「当会」という。）に帰属する。 

 

（使用の範囲） 

第４条 ロゴマークを使用しようとする者は、あらかじめ当会に対し、「トカプチ４００

ロゴマーク使用許諾申請書」（以下「使用許諾申請書」という。）を提出しなければな

らない。 

２ 前項の規定にかかわらず、ロゴマークの使用が次の各号のいずれかに該当する場合に

は、手続きを省略することができる。 

(1) 国の機関又は地方公共団体が使用する場合 

(2) 第２条第１項に示す目的の範囲においてロゴマークを使用する場合（商品への利 

用など、営利を目的とする場合を除く。） 

(3) 学校等が教育を目的として使用する場合 

(4) 報道機関が報道を目的として使用する場合 

(5) その他、当会が適当であると認めた場合 

３ 営利又は販売を目的としてロゴマークを使用しようとする者は、第１項に示す使用許 

諾申請書において、販売しようとする商品の情報を併せて記載しなければならない。た 

だし、販売を目的とした製品等を製造する者と販売する者が異なる場合は、そのいずれ 

かの者が同項の許諾を受けることとする。 
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（使用の許諾） 

第５条 当会は、前条の使用申請があった場合にその内容を審査したうえで、適切である

と判断した場合に使用の許諾を行うものとし、審査結果を申請者に通知するものとす

る。 

２ 当会は、第１項の許諾に際し、使用の条件を付すことができる。 

 

（使用の制限） 

第６条 第４条の規定により使用許諾を受けた者（以下、「使用者」という）は、許諾さ

れた範囲に限り、ロゴマークを使用することができる。 

２ ロゴマークの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用することができな

い。 

(1) 特定の政治、宗教又は思想等の活動に利用すると認められる場合 

(2) 法令又は公序良俗に反する場合又はそのおそれのある場合 

(3) 提供する商品やサービスの品質を担保･証明するものとして利用する場合 

(4) ロゴマークの著しい変形その他ロゴマークの使用方法が適当でないと認められる

場合 

(5) 自己のシンボルマークや、商標・意匠として使用するおそれがある場合 

(6) ロゴマークを使用することにより、誤認又は混同を生じさせるおそれがある場合 

(7) 第２条第１項に示す目的に反するおそれがある場合 

(8) その他、不正な利用が行われるおそれがある場合 

３ 使用者は、第三者にロゴマークの使用権を譲渡及び再許諾することができない。 

４ 使用者は、ロゴマークについて商標登録出願してはならない。 

 

（使用許諾の期間） 

第７条 ロゴマークの使用許諾の期間は、第５条の規定により使用許諾を受けた日から１

年間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、使用者は、当該使用許諾を受けた事項を変更しない限り、

第１項の期間満了後においても、引き続きロゴマークを使用することができるものとす

る。 

３ 第１項の使用許諾期間満了後において、ロゴマークを使用しようとするときは、改め

て使用許諾の申請を行わなければならない。 

 

（使用料） 

第８条 ロゴマークの使用料は、無料とする。ただし、ロゴマークの申請に係る経費及び 

使用に関する経費は、使用者の負担とする。 
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（使用基準） 

第９条 使用者がロゴマークを使用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。 

(1) 指定されたロゴマーク（シンボルマーク及びロゴタイプ）を使用する。 

(2) ロゴマークを拡大、縮小することは可能とするが、形状、色彩等の変更は認めな

い。ただし、使用するうえでやむを得ず形状を変更する場合は、あらかじめ事前に

当会へ確認すること。 

(3) ロゴマークに他のデザインマークや模様等を書き加えることは認めない。ただ

し、ロゴマークのデザインが損なわれない範囲で背景を重ねることは可能とする。 

(4) ロゴマークのデータを第三者へ提供することを禁止する。 

 (5) 「トカプチ４００ロゴマーク使用ガイドライン」に示す注意事項を遵守しなけれ 

ばならない。 

 (6) その他、ロゴマークの使用条件を付された場合は、その条件を遵守しなければな 

らない。 

 

（使用者の義務） 

第１０条 使用者は、関係法規を遵守するとともに、ロゴマークの機能を損ない、又は権

利の喪失を招くことがないように努めるものとする。 

２ 使用者は、当会から要請がある場合には、ロゴマークの使用実態の報告を行わなけれ

ばならない。 

 

（使用の中止等） 

第１１条 当会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対してその

使用の中止を求めることができる。 

(1) 使用者がこの規程に違反した場合 

(2) 使用者が第６条に伏した条件に違反した場合 

(3) 使用者が第９条に伏した条件に違反した場合 

(3) その他、ロゴマークの使用継続が不適当であると認められた場合 

 

（責任の制限） 

第１２条 当会は、ロゴマークの使用に起因して使用者に生じた損失補償等に一切の責任 

を負わない。 

 

（情報の公開） 

第１３条 当会は、ロゴマークの使用促進を図る観点から、使用許諾の状況や第１０条第

２項に規定する使用実態報告の内容について情報を公開することができる。 

 

 



 

4 

（事務） 

第１４条 この規程に関する事務は、北海道TOKACHIサイクルツーリズムルート協議会事

務局が行う。 

 

（規程の改定） 

第１５条 本規程は、事前の通知なく、必要に応じて改定される場合がある。 

 

（補則） 

第１６条 この規定に定めるもののほか、ロゴマークの取扱いについて必要な事項は、当

会が別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この規定は、令和４年５月２７日から施行する。  
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別紙  トカプチ４００オフィシャルロゴマーク 

 

 

 

 


